
第４８回 大津市景観審議会 議事要旨 

日 時 令和８年３月２５日（水）14:30～16:00 

場 所 大津市役所 新館７階 特別会議室 

出席者 藤本委員（京都市立芸術大学名誉教授）（会長） 

中嶋委員（京都大学大学院人間・環境学研究科教授） 

轟 委員 （滋賀県立大学環境科学部准教授） 

深町委員（京都大学大学院地球環境学堂准教授） 

田口委員（成安造形大学未来社会デザイン共創機構講師） 

横野委員（大津商工会議所女性会） 

三上委員（滋賀県広告美術協同組合） 

千葉委員（公益社団法人滋賀県建築士会） 

浜崎委員（公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会） 

北村委員（滋賀県土木交通部技監） 

楊 委員 （滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員） 

椋田委員（公募委員） 

松本委員（公募委員） 

傍聴人 なし 

 

事務局 （開会あいさつ） 

（審議会の成立） 

当審議会の成立要件は、大津市景観審議会規則第５条第２項の規定によ

り過半数の出席となっております。本日は、委員 13 名のうち 13 名にご出

席いただいていますので、本会議が成立していることを申し上げます。 

それでは開会にあたり、藤本会長よりご挨拶をお願いします。 

会長 （会長挨拶） 

事務局 （資料確認） 

会長 議事に入る前に、当審議会の傍聴について確認します。原則公開となっ

ておりますが、報告事項（１）について、大津市情報公開条例第７条第１

号に基づき、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」及び同条例第７

条第２号「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当すると考えら

れることから、非公開といたします。 

なお、報告事項２から５については、非公開とする内容ではございませ

んので、傍聴について認めることとします。 

よって、報告事項（１）「景観づくり相談会の実施について」の説明が

終了したのち、傍聴者に入室いただくものとします。 

本日は傍聴者はおられますか。 

事務局 傍聴者はございません。 

会長 それでは、次第に従って議事を進めていきます。 

今年度の景観に関する取り組みの報告として、報告事項（１）「景観づ

くり相談会の実施について」事務局の説明をお願いします。 

事務局 《事務局説明》非公開 

会長 それでは、報告事項（２）以降の内容については傍聴が認められており

ますが、傍聴人はおられないとのことですので、報告事項（２）から

（５）について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 《事務局説明》 



会長 今のご説明に関してご質問・ご意見等はありますか。 

 

絵画展を見られた委員の方はどうでしたか。応募数が増えているようで

すが、何か今年の変化はありましたか。 

委員 今回初めて審査員として選考会場に行ってみると、園児たちが同じよう

な視点場で絵を描いて幼稚園単位でたくさん応募しているところもあり、

実際の傾向が見えて良かったです。この場で報告を聞いていた時には、上

位５％くらいの良い作品が選ばれているのだろうと思っていましたが、年

齢ごとに部門を分けられているので、若い方も賞に選ばれるように配慮が

されていると感じました。単なる絵の上手さだけでなく、絵の描いている

ポイントや選んだ景観がどこかといった、景観視点で多様な作品が選ばれ

ていました。浮御堂はたくさん描かれていましたが、その中で特に良いな

と思う作品を市長が選んでいたり、他の審査員がこれを選んでいるから、

自分は違う視点で選ぼうとされていたり、バランスを取られているので、

展示も面白い多様な作品になると思いました。 

また、大人は静的な写真映えする綺麗な絵を技巧的に描かれていました

が、子どもが見ているポイントや視点は動的なものになっていて、実は何

も情報がない子どもの方がよく景観と向き合って捉えていると感じまし

た。感受性の高い子どもたちが、ただ絵を出品するというところから次の

アクションにどうやって進むのかが、次の課題ではないかと思いました。 

会長 ありがとうございます。臨場感が伝わってきました。 

子どもの頃に描いたものや見たものは多分一生記録に残るでしょうし、

何か受賞すればさらに残るものになると思ったところです。いろんな視点

が面白いですね。これをブックカバーに展開されて、それが人気となって

いるのも他の市では見られない状況だと思います。 

委員 絵の話題の対象はどのように応募要領に書かれていますか。 

事務局 大津の景観を描くというテーマで、きらッと宝物部門という一般的な景

観の部門と、歴史・文化部門の２つの部門分けをしております。 

委員 写実的である必要はなく、心象風景や複数のコラージュ、メタなもの、

ファンタジーでも問題ないお題の出し方になっているのですね。 

事務局 大津市の景観であれば問題ないです。 

補足ですが、今年度の絵画展の特徴としては、滋賀県で開催された国ス

ポ・障スポにちなんでディズニーのパレードが行われ、その様子の絵を出

されたお子さんがおられました。子どもの視点で見ると、年度にちなんだ

イベントも景観の一環になっているのだと思います。複数そういった作品

があったことも併せてご紹介させていただきます。 

会長 他にご意見等が無いようですので、以上で本日の議案は終了します。進

行を事務局に返します。 

事務局 本日は、委員会の円滑な進行にご協力いただきありがとうございます。

それでは本日は閉会とします。 

 《閉会》 

 


